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築
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規

則

東
京
都
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
四
号

東
京
都
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

東
京
都
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
東
京
都
規
則
第
二

百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
八
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日



令和5年10月26日（木曜日）東 京 都 公 報（第17931号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所

三
宅
島
三
宅
村
阿
古
三
三
九
二
番
・
三
四
〇
四
番
・
三
四
二
五

番
・
三
四
二
六
番
・
三
四
三
二
番
・
三
四
三
三
番
（
以
上
六
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
〇
〇
七
番
二
、
三

〇
〇
八
番
二
、
三
三
八
三
番
、
三
三
九
三
番
、
三
三
九
四
番
、
三

三
九
八
番
、
三
三
九
九
番
、
三
四
〇
三
番
、
三
四
〇
八
番
か
ら
三

四
一
三
番
ま
で
、
三
四
一
九
番
か
ら
三
四
二
四
番
ま
で
、
三
五
八

六
番
、
三
五
八
七
番
、
同
番
二
、
三
五
八
八
番
、
三
五
八
九
番

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
三
宅
村
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
海
区
に
お
け
る
釣
漁
法
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
釣
漁
法
の
禁
止
）

一

大
島
、
利
島
、
新
島
（
鵜
渡
根
島
及
び
地
内
島
を
含
む
。
）
、

式
根
島
、
神
津
島
（
恩
馳
島
及
び
銭
洲
を
含
む
。
）
、
三
宅
島

（
大
野
原
島
を
含
む
。
）
、
御
蔵
島
（
藺

波
島
を
含
む
。
）
、

八
丈
島
（
八
丈
小
島
を
含
む
。
）
、
青
ケ
島
、
ベ
ヨ
ネ
ー
ス
列
岩
、

須
美
寿
島
、
鳥
島
及
び
孀
婦
岩
の
各
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千

五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
に
お
い
て
は
、
い
き
え
さ
（

虫
類

を
除
く
。
）
を
使
用
し
て
、
あ
か
は
た
及
び
か
さ
ご
を
釣
獲
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

二

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
十
二
月
七
日
か
ら
令
和

六
年
十
二
月
六
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限

る
。
）
に
お
け
る
浮
き
は
え
縄
漁
業
（
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の

大
島
、
利
島
、
新
島
（
鵜
渡
根
島
及
び
地
内
島
を
含
む
。
）
、

式
根
島
、
神
津
島
（
恩
馳
島
及
び
銭
洲
を
含
む
。
）
、
三
宅
島

（
大
野
原
島
を
含
む
。
）
、
御
蔵
島
（
藺

波
島
を
含
む
。
）
、

八
丈
島
（
八
丈
小
島
を
含
む
。
）
、
青
ケ
島
、
ベ
ヨ
ネ
ー
ス
列

岩
、
須
美
寿
島
、
鳥
島
及
び
孀
婦
岩
の
各
最
大
高
潮
時
海
岸
線

か
ら
三
海
里
以
内
の
海
域
並
び
に
大
室
出
し
、
高
瀬
、
ひ
ょ
う

た
ん
瀬
、
渡
り
瀬
、
黒
瀬
及
び
新
黒
瀬
（
中
ノ
黒
瀬
を
含

む
。
）
に
お
け
る
操
業

㈡

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
こ
の
漁
業
を
操

業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
者

ア

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前

年
度
に
こ
の
漁
業
の
承
認
（
一
月
一
日
か
ら
五
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
）
を
受
け
水
揚
げ
し
た
実
績
を
有
す
る
者

イ

前
年
度
に
承
認
を
受
け
操
業
し
た
も
の
の
、
水
揚
げ
し
た

実
績
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
所
属
す
る

漁
業
協
同
組
合
及
び
住
所
の
所
在
地
の
都
県
の
水
産
主
務
課

長
に
よ
り
、
承
認
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
漁
業

秩
序
の
遵
守
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
こ
と
の
意
見
書
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を
提
出
し
、
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

ウ

委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

エ

試
験
研
究
機
関

㈡

承
認
隻
数

ア

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
二
十
ト

ン
未
満
の
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度
は
百
二
十
隻
以
内
と
し
、

都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
京
都

三
十
五
隻

静
岡
県

十
一
隻

神
奈
川
県

六
隻

千
葉
県

五
十
七
隻

宮
城
県

一
隻

和
歌
山
県

四
隻

高
知
県

三
隻

イ

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶

の
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
隻
以
内
と
し
、
県
別
の
隻
数
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

神
奈
川
県

一
隻

千
葉
県

二
隻

㈢

承
認
を
し
な
い
場
合

ア

申
請
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ

漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
秩
序
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し

く
欠
く
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ウ

同
一
の
漁
業
者
が
二
隻
以
上
の
船
舶
に
つ
い
て
申
請
を
し

た
場
合

エ

前
年
度
に
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合

オ

そ
の
他
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
場

合

（
操
業
方
法
等
）

三

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
の
操
業
方
法
等
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

㈠

操
業
の
際
、
既
に
投
縄
し
て
あ
る
漁
具
又
は
投
縄
し
よ
う
と

す
る
船
舶
か
ら
少
な
く
と
も
一
海
里
以
上
の
間
隔
を
と
る
こ
と
。

㈡

突
棒
漁
業
、
ひ
き
縄
漁
業
、
底
魚
一
本
釣
漁
業
及
び
流
し
刺

し
網
漁
業
が
操
業
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
操
業
を
妨
げ
て

は
な
ら
な
い
。

㈢

夜
間
に
操
業
す
る
場
合
は
、
漁
具
の
両
端
と
中
央
部
に
鮮
明

な
浮
標
灯
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

漁
具
に
は
少
な
く
と
も
二
箇
所
以
上
、
船
名
を
明
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈤

新
黒
瀬
漁
場
の
北
端
か
ら
南
の
八
丈
島
周
辺
海
域
で
一
度
に

操
業
で
き
る
船
舶
は
、
千
葉
県
所
属
船
に
あ
っ
て
は
二
十
隻
以

内
、
そ
の
他
の
県
の
所
属
船
に
あ
っ
て
は
五
隻
以
内
と
し
、
輪

番
操
業
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

㈥

八
丈
島
周
辺
海
域
で
輪
番
操
業
す
る
船
舶
は
、
五
に
定
め
る

操
業
旗
章
の
ほ
か
に
委
員
会
が
別
に
定
め
る
輪
番
旗
を
掲
揚
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈦

八
丈
島
周
辺
海
域
で
操
業
し
よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
あ
ら
か

じ
め
八
丈
島
漁
業
無
線
局
（
一
ワ
ッ
ト
二
十
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）

を
通
じ
て
地
元
漁
協
と
連
絡
を
と
り
ト
ラ
ブ
ル
の
回
避
に
努
め

る
こ
と
。

（
操
業
協
定
等
）

四

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
秩
序
の
維
持
、
漁
具

被
害
の
防
止
等
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、

当
該
漁
業
者
（
漁
業
協
同
組
合
等
を
含
む
。
）
と
の
間
又
は
他
の

競
合
す
る
漁
業
者
（
漁
業
協
同
組
合
等
を
含
む
。
）
と
の
間
で
、

操
業
協
定
等
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
定
等

を
締
結
し
な
く
て
も
漁
業
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
等
、
特
に
委
員
会

が
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

㈠

漁
業
者
間
で
定
め
ら
れ
た
操
業
ル
ー
ル
の
遵
守
に
努
め
る
ほ

か
、
適
宜
漁
業
者
間
に
よ
る
協
議
を
行
い
、
操
業
秩
序
の
維
持

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

操
業
海
域
に
お
い
て
、
他
種
漁
業
と
の
間
で
漁
場
競
合
が
発

生
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
相
手
方
と
連
絡
を
取
る
等
、

ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
つ
い
て
、
誠
意
あ
る
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈢

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整

委
員
会
指
示
に
よ
る
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
む
場
合
、
資

源
の
保
護
培
養
、
漁
業
秩
序
維
持
等
の
た
め
、
住
所
の
所
在
地

の
都
県
に
配
分
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
、
所
属
す
る
漁
業
協
同
組

合
内
あ
る
い
は
漁
業
者
間
で
締
結
し
た
協
定
等
の
取
決
め
事
項

等
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚
）

五

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
使
用
す
る
船
舶

ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、

委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

六

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ

る
。

㈠

承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
操
業
を
指
揮
し
て

い
る
と
き
。

㈡

承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。
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㈢

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務
）

七

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
六
年

六
月
二
十
八
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る

場
合
、
委
員
会
は
、
追
加
の
関
係
書
類
の
提
出
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
遵
守
事
項
）

八

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
漁
業
調
整
上
委
員
会
が
必
要
と
認
め
、
指
示
し
、
又
は
指

導
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

九

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

十

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
五

月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
栄
町
二
丁
目
二
十
四
番
三

十
六
及
び
同
番
三
十
八

千
葉
県
松
戸
市
松
飛
台
六
十
九

番
地
の
一

株
式
会
社
東
栄
ラ
ン
ド

代
表
取
締
役

黒
澤

虎
重

立
川
市
砂
川
町
五
丁
目
四
十
六
番

五

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

羽
村
市
羽
中
二
丁
目
二
千
七
百
八

十
六
番
一

福
生
市
加
美
平
二
丁
目
十
四
番

一
号

株
式
会
社
山
一
建
設

代
表
取
締
役

山
野
井

優

国
分
寺
市
並
木
町
一
丁
目
二
十
五

番
二
十
四
及
び
同
番
二
十
五

国
分
寺
市
並
木
町
一
丁
目
二
十

四
番
地
十
九

野
中

新
一

武
蔵
村
山
市
伊
奈
平
六
丁
目
三
十

五
番
一
の
一
部
（
第
一
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

西
東
京
市
下
保
谷
五
丁
目
七
百
六

十
四
番
一
、
同
番
六
十
八
か
ら
同

番
七
十
ま
で
及
び
同
番
七
十
二
の

各
一
部

西
東
京
市
下
保
谷
五
丁
目
十
番

七
号

加
藤

宣
夫

調
布
市
入
間
町
一
丁
目
三
十
三
番

一
及
び
同
番
七

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
五
番
地
一

武
蔵
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

深
松

優

清
瀬
市
野
塩
三
丁
目
三
十
一
番
二

及
び
同
番
十
三
か
ら
同
番
二
十
一

ま
で

国
分
寺
市
泉
町
三
丁
目
六
番
四

号株
式
会
社
富
晴

代
表
取
締
役

富
田

譲
治

埼
玉
県
日
高
市
大
字
上
鹿
山
百

六
十
三
番
地
五

株
式
会
社
ア
イ
ム
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

塚
田

吉
郎

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

銀
座
並
木
通
り
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
二
丁
目
三
番
六
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
サ
ザ
ビ
ー

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

Ｈ
＆
Ｍ

Ｈ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
＆
Ｍ
ａ
ｕ
ｒ

ｉ
ｔ
ｚ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

Ｋ
Ｋ

エ
イ
チ

・
ア
ン
ド
・
エ
ム

ヘ
ネ
ス
・
ア
ン
ド

・
マ
ウ
リ
ッ
ツ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

七

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
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九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

交
詢
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
六
丁
目
八
番
七
号

三

設
置
者
名

一
般
財
団
法
人
交
詢
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
銀
座
六
丁
目
八
番
七
号

五

変
更
前
の
設
置
者
名

財
団
法
人
交
詢
社

六

変
更
後
の
設
置
者
名

一
般
財
団
法
人
交
詢
社

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

石
川

忠
雄

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

安
西

祐
一
郎

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ー
ニ
ー
ズ
ジ
ャ
パ
ン
ほ
か

三
名

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ー
ニ
ー
ズ
ジ
ャ
パ
ン
ほ
か

一
名

十
一

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
バ
ー
ニ
ー
ズ
ジ
ャ
パ
ン

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

中
村

直
樹

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

関
口

正
美

十
四

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ギ
ン
ザ
コ
マ
ツ

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
六
丁
目
九
番
五
号
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
小
松
ス
ト
ア
ー
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

中
央
区
銀
座
六
丁
目
九
番
五
号
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

菰
田

正
信

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

植
田

俊

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ
ほ
か
一
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ
ほ
か
一
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

山
口
県
山
口
市
佐
山
一
万
七
百
十
七
番

地
一

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

柳
井

正

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

塚
越

大
介

十
五

変
更
日

令
和
五
年
九
月
一
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

阿
佐
谷
西
１
号
館

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
阿
佐
谷
南
三
丁
目
五
十
八
番
一

号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
都
市

開
発

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・
ク
イ
ッ
ク
ほ
か
十

五
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・
ク
イ
ッ
ク
ほ
か
十

六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・
ク
イ
ッ
ク
ほ
か
二

名
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八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

池
野

賢
司
（
株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・
ク

イ
ッ
ク
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

林

浩
二
（
株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・
ク
イ

ッ
ク
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
十
月
十
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六

年
二
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


